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グリーンヒル西葛西管理規約 

 

              第１章 総   則 

(目      的)                                                                                             

第１条  この規約は、グリーンヒル西葛西の管理又は使用に関する事項等について定める    

ことにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを

目的とする。 

 

(定     義)                                                                     

第２条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、第４条所定の対象物件に関しそれ   

ぞれ当該各号に定めるところによる。           

一 区分所有権   構造上及び利用上の独立性を有する建物の部分の所有を目的とする

権利をいう。(「建物の区分所有等に関する法律」(以下「区分所有

法という」。)第２条第１項) 

二 区分所有者  区分所有権を有する者をいう。（区分所有法第２条第２項) 

三 占  有  者   区分所有者以外の者で専有部分を占有する者をいう。(区分所有法第

６条第３項)    

四 専 有 部 分 区分所有権の目的となる建物の部分をいう。(区分所有法第２条第３

項)                                            

五 棟別共用部分 専有部分以外建物の部分、専有部分に属さない建物の附属物及びこの

規約により棟別共用部分とされ建物の部分及び附属の建物をいう。

(別表２-１) 

六 全体共用部分 この規約により全体共用部分及び附属施設という。(別表２-２)   

七 専用使用権  全体共用部分、棟別共用部分及び附属施設の一部について特定の区分

所有者が排他的に使用できる権利をいう。 

八 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地、全体共用部分、棟別共用部分

及び附属施設の部分をいう。 

九 総  会   区分所有法第３条の集会をいう。 

 

（規約等の遵守義務） 

第３条  区分所有者は、円滑な共同生活を推持するため、この規約、使用細則及び全体総 

会又は棟総会(以下総称して「総会」という。)の決議を誠実に遵守しなければな

らない。 

２  区分所有者は、同居する者に対してこの規約、使用細則及び総会の決議を遵守させな

ければならない。     

 

(対象物件の範囲)                            

第４条   この規約の対象となる物件の範囲は、別表第１に記載された建物及び附属施設(以

下「対象物件」という。)とする。 
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(規約等の効力) 

 第５条  この規約、使用細則及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人

に対しても、その効力を有する。 

２  占有者は、対象物件の使用方法につき、 区分所有者がこの規約、使用細則及び総会

の決義に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 

 

(管理組合)                                                         

第６条    区分所有者は、第１条に定める目的を達成するため、次の管理組合を構成する。 

一 グリーンヒル西葛西管理組合(以下「全体管理組合」 という。) 

二  グリーンヒル西葛西１号館管理組合(以下「１号館管理組合」という。) 

三  グリーンヒル西葛西２号館管理組合(以下「２号館管理組合」という。) 

２  全体管理組合は、区分所有者全員をもって構成する。     

３  １号館管理組合及び２号館管理組合は、それぞれ当該棟を所有する区分所有者全員を

もって構成する。             

４ 各管理組合は、事務所を別表第１に記載された対象物件の所在地内に置く。 

５ 各管理組合の業務、組織等については、第６, ７章に定めるところによる。 

 

 
第２章   専有部分等の範囲 

 
 (専有部分の範囲)                        

第７条  対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、 次のとおりとする。 

一 住戸番号を付した住戸・事務所(以下「住戸部分」という。) 

二  ２号館内店舗(建物番号２-102)  (以下「２号館店舗部分」という。) 

  三 ２号館西葛西健康ひろば（以下「西葛西健康ひろば」という。） 

２ 前項の専有部分を他から区分する構造物及び専有部分を構成する設備の帰属につい 

ては、次のとおりとする。                                           

一  天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。     

二  玄関扉(外側塗装部分を除く。)及び玄関扉枠、窓枠、窓ガラス、面格子、錠(チェ

ーン錠を含む。)、ドアクローザー、ドアスコープ、蝶番及び新聞受(外気に接す

る面を除く。) を専有部分とする。 

三  配線・配管等については、当該事有部分の専用に供する部分(メインルートより分

岐された部分)を専有部分という。                               

３  第１項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち棟別共用部分内又は全体共

用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。 

 

(共用部分の範囲)       

 第８条  対象物件のうち棟別共用部分及び全体共用部分の範囲は、別表第２-１, ２-２に
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掲げるとおりとする。 

 

 
第３章   敷地、全体共用部分、棟別共用部分及び附属施設の共有 

 

(共    有)                                                       

第９条   対象物件のうち全体共用部分、棟別共用部分及び附属施設 (以下「共用部分等」 

という。)の所有関係は別表第３に掲げるとおりとする。 

 

(棟別共有持分) 

第１０条  各区分所有者の共用部分等の共有持分は、各棟別の総専有面積に対する各専有
部分の床面積(別表第４) の割合とする。 

２  前項の床面積の計算は、壁心計算 (界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する
方法をいう。)によるものとする。                                                 

 

(分割請求及び単独処分の禁止)                                                  

第１１条  区分所有者は、共用部分等の分割を請求することはできない。   

  ２  区分所有者は、住戸のみを他の区分所有者又は第三者に貨与する場合を除き、専有部

分と共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならな

い。   

 

 

第４章   用  法  

 

（専有部分の用途） 

第１２条  各専有部分の用途は次のとおりとする。   

一  １号館(１号館301号室及び401号室を除く)及び２号館の住戸は専ら住戸として使

用するものとする。 

二  １号館301号室及び401号室は専ら事務所として使用するものとする。 

三  ２号館店舗部分は、店舗、事務所又は倉庫として使用するものとする。 

２  区分所有者は、第７条第２項及び第３項に基づく専有部分に帰属する構造物及び設

備について、共用部分等又は他の区分所有者もしくは占有者に影響を及ぼすおそれ

のある移設又は変更を行なうことができない。 ただし、あらかじめ棟別管理組合の

書面により許可を得たときは、この限りでない。 

３ 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第３条第１項の届出を行って営む同

法第２条第３項の住宅宿泊事業に使用してはならない。 

４ 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第１３条第 1 項の特定認定を受

けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。 

５ 区分所有者は、その専有部分を暴力団事務所として使用してはならない。又、暴力団

員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第  
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２条第六号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から５年を経過しない 

者並びに暴力団関係者、暴力団準構成員をいう。以下同じ）を反復して出入りさせる

等の行為もしてはならない。 

６  前５項の他 区分所有者はその専有部分を以下の用途に供してはならないものとす

る。 

一 シェアハウス(賃貸借契約等により１住戸に３世帯を超える世帯が居住する使用形 

態を言い、企業・団体・学校等の寮、寄宿舎としての使用を含む) 

二 短期賃貸住宅(いわゆるウィークリーマンション、マンスリーマンション等、不特定

の者と短期間の賃貸借契約を繰り返すもの) 

三 グループホーム(社会福祉法人や介護サービス事業者等の支援を受けながら、認知

症高齢者若しくは障害者等が集団で生活するもの) 

四 休憩・宿泊施設(対価を得て、専有部分の全部又は一部を休憩所又は宿泊施設として

使用させるもの) 

７ 店舗部分の区分所有者は、その専有部分を店舗として使用するものとし、暴力団の活

動に供するなど、他の区分所有者の迷惑となるような営業形態、営業行為等をしては

ならない。 

８ 前項各号に定める用途の使用者を募集するために一切の広告及びインターネットを 

介したウェブサイト等への登録、掲出等の行為をしてはならない。 

９ 専有部分の用途について、第２項に抵触する疑いがあるときは、理事長又はその指定

を受けた者は、必要な範囲内において専有部分に立入り、調査を行うことができる。

この場合において当該専有部分の区分所有者及び占有者は、正当な理由がなければこ

れを拒否してはならない。 

 

(共用部分等の用法)                                

第１３条  区分所有者は、共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければな

らない。 
 

 (バルコニ一等の専用使用権) 

第１４条  区分所有者は、別表第５に掲げるバルコニ一他、 ルーフテラス及び事務所用看

板取付部分(以下この条、第２１条及び別表第５において「バルコニ－等」という。)

について、同表に掲げる区分所有者が、専用使用権を有することを承認する。   

２   区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有し

ているバルコニ一等を使用することができる。 

 

 (駐車場の使用) 

第１５条 全体管理組合は、その管理する駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使

用契約により使用させることができる。 
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 ２ 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、全体管理組合に

駐車場使用料を納入しなければならない。 

３ 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与

したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。 

４  前項にかかわらず、当該譲渡又は貸与の相手方が同居人であるときは、当該同居人

は、当該駐車場を専用使用することができる。 なお、この場合には、本条第２項を

準用する。 

 

 (共用部分等の第三者の使用)                                                                      

第１６条  それぞれを所管する管理組合は、次に掲げる共用部分等の一部を、それぞれ当

該各号に掲げる者が無償で使用することを承認する。                   

一 管理事務所、管理員居室、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必

要な施設 管理業務（マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２

年法律第１４９号。以下「適正化法」という。）第２条第六号の「管理事務」を

いう。）を受託し、又は請負った者 

二  電気室  対象物件に電気を供給する設備を維持し、及び運用する事業者 

２   前項に掲げるもののほか、全体管理組合が総会の決議を経て、共用部分等（駐車場

及び専用使用部分を除く。）の一部について、 第三者に使用させることを承認す

る。 

 

（専有部分の修繕等） 

第１７条  区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物

件の取付け若しくは取替え（以下「修繕等」という。）であって棟共用部分又は他

の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、

棟理事長（第７１条に定める理事長をいう。以下同じ。）にその旨を申請し、書面

による承認を受けなければならない。 

２  前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書

を棟理事長に提出しなければならない。 

３  棟理事長は、第１項の規定による申請について、棟理事会（第８４条に定める理事

会をいう。以下同じ。）の決議により、その承認又は不承認を決定しなければなら

ない。 

４  第１項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の

修繕等に係る棟共用部分の工事を行うことができる。 

５ 棟理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等

の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有

者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 

６ 第１項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により棟共用部分又は他の専有
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部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必

要な措置をとらなければならない。 

７ 区分所有者は、第１項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、工事の

資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における棟共用部分又は他

の専有部分への影響について棟管理組合が事前に把握する必要があるものを行おう

とするときは、あらかじめ、棟理事長にその旨を届け出なければならない。 

 

(使用細則) 

第１８条  対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。 

 

(専有部分の貸与)                      

第１９条  区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約、使用細

則に定める事項及び総会の決議をその第三者に遵守させなければならない。 

２  前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則

に定める事項及び総会の決議を遵守する旨の条項を定めるとともに契約の相手方に

この規約、使用細則に定める事項及び総会の決議を遵守する旨の誓約書を全体管理

組合に提出させなければならない。                             

３  第１項の場合において、当該第三者の違背行為があったことにより生じる損害の賠
償及び紛争等の処理はすべて当該区分所有者及び当該第三者が連帯して負うものと
する。 

 

（暴力団員等の排除） 

第１９条の２  区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、前条に定める

もののほか、次に掲げる内容を含む条項をその貸与に係る契約に定めなければならな

い。 

一 契約の相手方が暴力団員等ではないこと及び契約後において暴力団員等にならない

ことを確約すること。 

二 契約の相手方が暴力団員等であることが判明した場合には、何らの催告を要せずして、

区分所有者は当該契約を解約することができること。 

三 区分所有者が前号の解約権を行使しないときは、管理組合は、区分所有者に代理して

解約権を行使することができること。 

２  前項の場合において、区分所有者は、前項第三号による解約権の代理行使を管理組合

に認める旨の書面を提出するとともに、契約の相手方に暴力団員等ではないこと及び

契約後において暴力団員にならないことを確約する旨の誓約書を管理組合に提出さ

せなければならない。 

３ 区分所有者は、その専有部分を暴力団員等に譲渡してはならない。 

 



7 
 

第５章      管   理 

 

               第１節   総   則 

(区分所有者の責務) 

第２０条  区分所有者は、 対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため常

に適正な管理を行なうよう努めなければならない。                      

 

（共用部分等の管理） 

第２１条  共用部分等の管理については、それぞれを所管する管理組合がその責任と負担
においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為（区分所有法第
１８条第１項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。）のうち、通常の使用に
伴うものについては、専用使用権を有する者が、その責任と負担においてこれを行
なわなければならない。 

２ 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分及び共用部分の管理

上影響を及ぼす部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、

管理組合がこれを行うことができる。 

３  区分所有者は、第１項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による

承認を受けた場合を除き、共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、

専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が

行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。 

４  前項の申請及び承認の手続については、第１７条第２項、第３項、第５項及び第６

項の規定を準用する。ただし、同条第５項中「修繕等」とあるのは「保存行為」

と、同条第６項中「第１項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事」とあるの

は「第２１条第３項の承認を受けた保存行為後に、当該保存行為」と読み替えるも

のとする。 

５  第３項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用

は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。 

６  理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、共用部

分等の必要な保存行為を行うことができる。 
 

（必要箇所への立入り） 

第２２条 前条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者

が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。 

２ 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはなら

ない。 

３ 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害

を賠償しなければならない。 

４ 前３項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊
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急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大

な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、

又は委任した者に立ち入らせることができる。 

５ 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。 

 

(損害賠償)                                          

第２３条  区分所有者又は占有者は本人、その家族、使用人もしくは来訪者が故意又は過

失により、対象物件又はその他の区分所有者もしくはその他の居住者等に損害を与

えた場合は、被害者の請求に従いただちに原状回復その他の方法により損害を償わ

なければならない。      

 

(損害保険) 

第２４条  区分所有者は、 全体管理組合が区分所有者を代理して、次の業務を行うことを

承認する。 

一 対象物件に対する次の損害保険契約の締結                                

イ 共用部分等の火災保険 

ロ 共用部分等のガラス保険(専用使用部分を除く。) 

ハ 施設所有者・管理者賠償責任保険 

ニ 昇降機賠償責任保険                    

ホ 個人賠償責任保険                                                         

  二  前各号の損害保険契約に係わる保険証券の保管並びに保険金の請求及び受領(ただ

し、個人賠償責任保険に関する保険金の請求及び受領は除く。) 

三  全体総会において決議された損害保険契約の締結 

２  全体管理組合は、前項第二号により受領した保険金を事故により損害を生じた共用部

分等の修復に要する費用に充当するものとする。     

３  区分所有者は自己の所有する専有部分について、その責任と負担において、火災保険

契約を締結するものとする。 

 

第２節     費用の負担 

 

(管理費等)       

第２５条  区分所有者は、共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用 (以下

「管理費等」という。)を全体管理組合に納入しなければならない。 

一 管理費 

二 １号館修繕積立金、２号館修繕積立金(以下「棟別修繕積立金」という。) 

２  区分所有者の管理費の負担は、住居棟の総専有面積に対する各区分所有者の所有する
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専有部分の床面積 (別表第４) の割合に応じて算出するものとする。 

３  区分所有者の棟別修繕積立金の負担は、各棟ごとにそれぞれ住居棟の総専有面積に対

する各区分所有者の所有する専有部分の床面積 (別表第４) の割合とする。 

４  前２項において算出された管理費等の端数処理は、管理費については100円単位(１０

円の位を四捨五入)、棟別修繕積立金については１０円単位(１円の位を四捨五入)と

する。                          

５  第１項の管理費等は専有部分を貸与等により第三者に占有させる場合においても区

分所有者が第６２条に基づき納入するものとする。 

 

(承継人に対する債権の行使)                                       

第２６条 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定

承継人に対しても行うことができる。   

 
 (管理費)                                                                                     

第２７条  管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 

一  第３３条の場合における管理委託費 

二  共用設備の保守維持費、清掃費 (一定年数の経過毎に行なう雑排水管洗浄費用を
含む。) 並びに塵芥処理費その他これらに準ずる費用 (前号の費用として支出さ
れる場合を含む。)          

三  共用設備の運転に必要な水道光熱費                  

四   備品費、消耗品費、通信費その他の事務費 

五   共用部分等に係る火災保険科その他の損害保験科及び管理組合が付保する住戸部
分に係る個人賠償責任保険科 

六   経常的な補修費                                                                   

七   会議費、役員活動費、その他組合の運営に要する費用             

八   公租公課 

九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 

十 敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用 

十一 その他第３２条に定める業務に要する費用（次条に規定する経費を除く。） 

 

(棟別修繕積立金) 

第２８条 棟別修繕積立金は、各棟ごとに当該棟別共用部分の次の各号に掲げる特別の管

理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。 

  一 一定年数の経過ごとに定期的に、計画的に行う補修又は修繕（以下「修繕」とい

う。）に要する費用 

二  災害、不測の事故等その他特別の事由により必要となる修繕及び調査等 

三  共用部分等の変更に要する費用 

四  区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理                                

２  棟別修繕積立金を、棟別共用部分にかかる前項第一号から第四号の経費として取り    
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崩す場合は、当該棟の棟別修繕積立金を取り崩し、充当するものとする。 

３ 棟別修繕積立金を、全体共用部分にかかる第１項第一号から第四号の経費として取

り崩す場合は、各棟ごとに住居棟の総専有面積に対する当該棟の総専有面積の割合

に基づき取り崩し、充当するものとする。 

４ 各管理組合は、第１項第一号から第四号の経費に充当するため借り入れをしたとき

は、棟別修繕積立金をもってその償還に充当することができる。 

５ 棟別修繕積立金については、管理費とは区別して経理しなければならない。 

 

(使用料) 

第２９条  駐車場使用料その他の共用部分等に係る使用料（以下「使用料」という。）

は、第２７条の管理費に充当することができる。 

 

第６章     全体管理組合 
 

第１節     組  合  員 

(組合員の資格) 

第３０条  組合員の資格は、区分所有者となったとき取得し、区分所有者でなくなったと
きに喪失する。 

 

（届出義務） 

第３１条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管

理組合に届け出なければならない。 

 

 

第２節 全体管理組合の業務 

（業 務） 

第３２条 全体管理組合は、建物及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行

う。 

一  全体管理組合が管理する敷地及び共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒

及びごみ処理 

二   共用部分等の日常管理の諸修繕、取替等 

三   共用部分等に係る火災保険、その他の損害保険に関する業務 

四  区分所有者が管理する専用使用部分について全体管理組合が行うことが適当で

あると認められる管理行為 

五  共用部分等の変更及び運営 

六   官公署等との渉外業務 

七   マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持

及び向上に関する業務 
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八   広報及び連絡業務 

九   その他建物及び附属施設の管理に関する業務 

２ 全体共用部分及び附属施設の変更及び運営        

一  全体共用部分及び附属施設の新設、改造、改良又は除去に関する業務 

二  全体共用部分及び附属施設の使用に関する許認可及び運営 

３  共用部分等の管理に関する会計業務 

一  管理費及び駐車場使用料等の収納、保管、運用、支出等 

二 管理費の収支予算及び決算に関する業務 

４ 第４４条に定める総会及び第５３条に定める理事会において議決された事項に関す

る業務 

 

（業務の委託等） 

第３３条 全体管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者

（適正化法第２条第八号の「マンション管理業者」をいう。）等第三者に委託し、又    

は請け負わせて執行することができる。 

 

（専門的知識を有する者の活用） 

第３４条 全体管理組合は、マンション管理士（適正化法第２条第五号の「マンション管

理士」をいう。）その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対

し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他

の援助を求めたりすることができる。 

 

(共同防火管理協議会)                                                   

第３５条  全体管理組合は、消防法に規定する共同防火管理協議会を結成し、組合員の中
から、防火管理者を選出する。 

 

 

第３節  役   員 

（役 員） 

第３６条 全体管理組合に次の役員を置く。 

   一 理事長    １名 

   二 副理事長   １名 

   三 書 記    １名 

   四 会計担当理事 １名 

   五 理事（理事長、副理事長、書記、会計担当理事を含む。以下同じ。）１４名 

   六 監事     ２名 

 

（役員の選任） 

第３７条  全体管理組合の役員は、第７章第６８条の棟別管理組合の役員をもってこれに
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あてるものとする。                                              

２  理事長、副理事長、書記及び会計担当理事は、理事の中から、全体理事会で選任す

る。                    

３  監事は、棟別管理組合の監事がその業務に当たるものとする。 

 

(役員の任期) 

第３８条  役員の任期は、毎年６月１日から翌年５月３１日までの１年とする。ただし再

任をさまたげない。 

２  役員に欠員が生じたときは、 前条第２項の規定にかかわらず、棟理事会で推薦し理

事会の承認を得るものとしその役員の任期は前任者の残任期間とする。 

３  任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間、引

き続きその職務を行なう。                      

４  役員が組合員でなくなった場合には、 その役員はその地位を失う。 

 

（役員の欠格条項） 

第３８条の２ 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくな

った日から５年を経過しない者 

三 暴力団員等 

 

（役員の誠実義務等） 

第３９条 役員は、法令、規約及び使用細則その他細則（以下「使用細則等」という。）

並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するも

のとする。 

２  役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報

酬を受けることができる。 

 

（利益相反取引の防止） 

第３９条の２ 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事

実を開示し、その承認を受けなければならない。 

一  役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。 

二   管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反す

る取引をしようとするとき。 

 

（理事長） 

第４０条 理事長は、全体管理組合を代表し、その業務を統括するほか、規約、使用細則
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等、全体総会又は理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項を遂行

する。 

２  理事長は、区分所有法に定める管理者とする。 

３ 理事長は、その職務に関し、区分所有者のために原告又は被告となることができる。 

４  理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における全体管理組合の

業務の執行に関する報告をしなければならない。 

５  理事長は、災害及び事故等の防止又はその復旧のために緊急を要する場合、その必

要に応じ、第５０条二号の定めにかかわらず、第５９条第２項に定める一般会計を

取崩し、その費用に充当することができる。この場合、すみやかに所定の場所にそ

の旨を掲示するとともに、理事会に報告しなければならない。 

６ 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することが

できる。 

７ 全体管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有

しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。 

 

（副理事長） 

第４１条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理

し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。 

 

（理事） 

第４２条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、全体管理組合の業務

を担当する。   

２  理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したと

きは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。 

３  書記は、全体総会及び理事会その他管理組合の会議の議事を記録する。 

４  会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。 

 

（監事） 

第４３条 監事は、全体管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会

に報告しなければならない。 

２  監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調

査をすることができる。 

３  監事は、全体管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると 認める

ときは、臨時総会を招集することができる。 

４  監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならな

い。 
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５  監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めると 

き、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事

実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に

報告しなければならない。 

６ 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対 

し、理事会の招集を請求することができる。 

７ 前項の規定による請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２週間

以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求

をした監事は、理事会を招集することができる。 

 

 

第４節  総     会 
 

(総  会)                                                                   

第４４条  全体管理組合の総会は、総組合員で組織する。 

２  総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。 

３  理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後２ヶ月以内に招集しなければな

らない。 

４  理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集

することができる。 

５  総会の議長は、理事長が務める。                                                      

 

（招集手続） 

第４５条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の２週間前までに、会議の日

時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。 

２  前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。た

だし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発

するものとする。 

３  第１項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対し

ては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることがで

きる。 

４ 第１項の通知をする場合において、会議の目的が、第４９条第３項第一号、第二号

若しくは第三号に掲げる事項の決議であるときは、その議案の要領をも通知しなけ

ればならない。 

５ 第４７条第２項の場合には、第１項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容

を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。                                                                                   

６  第１項にかかわらず、緊急を要する場合においては、理事長は理事会の承認を得
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て、５日間を下回らない範囲において第１項の期間を短縮することができる。   

 

(組合員の総会招集権)                                                                  

第４６条  組合員が組合員総数の５分の１以上及び第４８条第１項に定める議決権総数の

５分の１以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求

した場合には、理事長は、２週間以内にその請求があった日から４週間以内の日を

会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。 

 ２ 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を

招集することができる。 

 ３ 前２項により招集された臨時総会においては、第４４条第５項にかかわらず、議長

は、総会に出席した組合員（書面又は代理人によって議決権を行使する者を含

む。）の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。 

 ４ 前３項の規定は、組合員が組合員総数の５分の１以上及び第４８条第１項に定める

議決権総数の５分の１以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会

の招集を請求した場合において準用する。 

 

（出席資格） 

第４７条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。 

 ２ 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を

有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合におい

て、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通

知しなければならない。 

 

（議決権） 

第４８条 総会において組合員は、それぞれ次の議決権を有する。 

   一 住居棟住戸部分の組合員   その所有する住戸部分 １戸につき１議決権 

   二 ２号館店舗部分の組合員   その所有する店舗部分 全体で２０議決権 

   三 西葛西健康ひろばの組合員 その所有する西葛西健康ひろば  

１戸につき２議決権 

 ２ 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者１名を選任し、そ
の者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。 

 ３ 専有部分１戸につき２以上の組合員が存在する場合のこれらの者の議決権の行使
については、あわせて一の組合員とみなす。 

  ４ 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。 

 ５ 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は次
のいずれかでなければならない。 

   一 その組合員の配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情
にある者を含む。）又は一親等の親族 

   二 その組合員の住戸に同居する親族 
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    三 他の組合員 

     四 組合員が法人の場合においては、その役員又は従業員 

  ６ 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。 

 

（総会の会議及び議事） 

第４９条  総会の会議は、前条第１項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が

出席しなければならない。 

２  総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 

３  次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の４

分の３以上及び議決権総数の４分の３以上で決する。 

一  規約の制定、変更又は廃止 

二  共用部分等の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の

耐震改修の促進に関する法律第２５条第２項に基づく認定を受けた建物の耐震改

修を除く。） 

三  建物の価格の２分の１を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 

四 その他総会において本項の方法により決議することとした事項 

４ 前３項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合

員とみなす。 

５ 第３項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の

影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、そ

の組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 

６ 第３項第二号において、共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に

特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用

部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合に

おいて、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 

７ 総会においては、第４５条第１項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決

魏することが出来る。 

 

（議決事項） 

第５０条 次の各号に掲げる事項については、全体総会の決議を経なければならない。 

一 一般会計収支決算及び事業報告 

  二 一般会計収支予算及び事業計画 

  三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 

四  規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 

五  第２８条第１項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入    

  れ 
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六  第２１条第２項に定める管理の実施 

七  建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 

八  役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 

九  組合管理部分に関する管理委託契約の締結 

十  その他全体管理組合の業務に関する重要事項 

 

（議事録の作成、保管等） 

第５１条 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する２ 

名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。 

３ 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったとき

は、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当

の日時、場所等を指定することができる。 

４ 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。 

 

（書面による決議） 

第５２条  規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾がある

ときは、書面による決議をすることができる。 

２  規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書

面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。 

３  規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議

は、総会の決議と同一の効力を有する。 

４  前条第３項及び第４項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。 

５  総会に関する規定は、書面による決議について準用する。 

 

 

第５節 理事会 

 

（理事会） 

第５３条 理事会は、理事をもって構成する。 

２ 理事会は、次に掲げる職務を行う。 

一 規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管

理組合の業務執行の決定 

二 理事の職務の執行の監督 

三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任 
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３ 理事会の議長は、理事長が務める。 

 

（招 集） 

第５４条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事が４分の１以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長

は速やかに理事会を招集しなければならない。 

３ 前項の規定による請求があった日から７日以内に、その請求があった日から１４日

以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請

求をした理事は、理事会を招集することができる。 

４ 理事会の招集手続については、第４５条（第４項及び第５項を除く。）の規定を準用

する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。 

 

（理事会の会議及び議事） 

第５５条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議

事は出席理事の過半数で決する。 

２ 次条第１項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書

面又は電磁的方法による決議によることができる。 

３ 前２項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができな

い。 

４ 議事録については、第５１条（第４項を除く。）の規定を準用する。ただし、第５

１条第２項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読

み替えるものとする。 

 

（議決事項） 

第５６条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議す

る。 

一 全体管理組合の収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 

二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 

三 その他の総会提出議案 

四 第１７条及び第２１条に定める承認又は不承認 

五 第６０条第３項に定める承認又は不承認 

六 第６２条第４項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法

的措置の追行 

七 第９７条に定める勧告又は指示等 

八 全体総会から付託された事項 

九 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等 
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２  第５０条の規定にかかわらず、理事会は、前項第九号の決議をした場合において

は、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れについて

決議することができる。 

 

（専門委員会の設置） 

第５７条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課

題を調査又は検討させることができる。 

２  専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。 

 

第６節  会   計 

 

（会計年度） 

第５８条 全体管理組合の会計年度は、毎年６月１日から翌年５月３１日までとする。 

 

（全体管理組合の収入及び支出） 

第５９条 全体管理組合の会計における収入は、第２５条に定める管理費等及び第２９条

に定める使用料によるものとし、その支出は第２７条に定めるところにより諸費用

に充当する。 

２ 全体管理組合の会計は一般会計（管理費及び第２９条に定める使用料に関する会

計）とする。 

 

（収支予算の作成及び変更） 

第６０条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なけれ

ばならない。 

２  収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その

承認を得なければならない。 

３  理事長は、第５８条に定める会計年度の開始後、第１項に定める承認を得るまでの

間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得

てその支出を行うことができる。 

一 第２７条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第１項

の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの 

二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であっ

て、第１項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの 

４  前項の規定に基づき行った支出は、第１項の規定により収支予算案の承認を得た

ときは、当該収支予算案による支出とみなす。 

５ 理事会が第５６条第１項第九号の決議をした場合には、理事長は、同条第２項の決
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議に基づき、その支出を行うことができる。 

６ 理事長は、第２１条第６項の規定に基づき、敷地及び共用部分等の保存行為を行う

場合には、そのために必要な支出を行うことができる。 

 

（会計報告） 

第６１条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告

し、その承認を得なければならない。 

 

（管理費等の徴収） 

第６２条 管理組合は、第２５条に定める管理費等及び第２９条に定める使用料につい

て、組合員が各自開設する預金口座から口座振替の方法により第６４条に定める口

座に受け入れることとし、当月分は別に定める徴収日までに一括して徴収する。た

だし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによ

る。 

２ 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合において、管理組合

は、その未払金額についてその期日の翌日から起算して支払日まで年利１８％（１

年に満たない部分については１年３６５日日割計算とする。）の遅延損害金と、違

約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対

して請求することができる。 

３  管理組合は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行うなど、必要な

措置を講ずるものとする。 

４  理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理

組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。 

５  第２項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相

当する収納金は、第２７条に定める費用に充当する。 

６  組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をす

ることができない。 

 

（管理費等の過不足） 

第６３条 収支決算の結果、管理費等に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度におけ

る管理費等に充当する。 

 ２ 前項にかかわらず、前項の剰余金は総会の決議を経て、それぞれの別の管理費等へ振

り替えることができる。この場合において、当該剰余金の振り替えは総専有面積に対

する各棟の総専有面積の割合で行う。 

３  管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第２５条第２項に定 

める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。 
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（預金口座の開設） 

第６４条  全体管理組合は、会計業務を遂行するため、全体管理組合の預金口座を開設

するものとする。 

 

（借入れ） 

第６５条 管理組合は、第３２条第２項に定める業務を行うため必要な範囲内において、

借入れをすることができる。 

 

（帳票類等の作成、保管） 

第６６条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成し

て保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、

これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日

時、場所等を指定することができる。 

２ 管理組合は、共用部分等の鍵等その他の什器備品等並びに竣工図その他の管理関係

諸資料を保管する。 

 ３ 管理組合は、組合員、利害関係人、宅地建物取引業者及び優良中古マンション調査技

術者等の書面による請求があったときは、前項の什器備品等及び管理関係諸資料の

貸出し又は閲覧をさせることができる。この場合において、貸出し又は閲覧につき、

相当の日時、場所等を指定することができる。 

 

第７章 棟別管理組合 

 

（業 務） 

第６７条 棟別管理組合は、各棟建物及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を

行う。 

  一 管理業務 

   イ 棟別共用部分及び附属施設の諸修繕、取替等（保全計画に策定、変更及び劣化診

断等の実施に関する業務を含む。） 

  二 棟別共用部分及び附属施設の変更及び運営 

   イ 棟別共用部分及び附属施設の新設、改造、改良又は除去に関する業務 

   ロ 棟別共用部分及び附属施設の使用に関する許認可及び運営 

  三 棟別共用部分及び附属施設の管理に関する会計業務 

   イ 棟別修繕積立金の保管、運用、支出等 

   ロ 棟別修繕積立金の収支予算及び決算に関する業務 

  四 第７５条に定める棟総会及び第８４条に定める棟理事会において議決された事項

に関する業務 
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  五 広報及び連絡業務 

  六 その他対象物件内における円滑な共同生活を維持するために必要な業務 

 

（役 員） 

第６８条 棟別管理組合に次の役員を置く。 

   一 棟理事長   １名 

   二 棟副理事長  １名 

   三 棟書記    １名 

   四 棟理事（棟理事長、棟副理事長、棟書記を含む。以下同じ。） ７名 

   五 監事     １名 

 ２ 棟別管理組合の棟理事及び監事は、各棟管理組合の組合員のうちから、棟総会で選任

するものとする。 

 ３ 棟別管理組合の棟理事長、棟副理事長、棟書記は、棟理事のうちから、棟理事会で選

任する。 

 

（役員の任期） 

第６９条 役員の任期は、毎年６月１日から翌年５月３１日までの 1年とする。ただし再任

をさまたげない。 

 ２ 役員に欠員が生じたときは、前条第２項の規定にかかわらず、棟理事会で補充できる

ものとし、その役員の任期は前任者の残任期間とする。 

 ３ 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間、引き

続きその職務を行なう。 

 ４ 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。 

 

（役員の欠格条項） 

第６９条の２ 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくな

った日から５年を経過しない者 

三 暴力団員等 

 

（役員の誠実義務等） 

第７０条 役員は、法令、規約及び使用細則並びに棟総会及び棟理事会の決議に従い、組合

員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。 

 

（利益相反取引の防止） 

第７０条の２ 役員は、次に掲げる場合には、棟理事会において、当該取引につき重要な

事実を開示し、その承認を受けなければならない。 

一  役員が自己又は第三者のために棟別管理組合と取引をしようとするとき。 

二   管理組合が役員以外の者との間において棟別管理組合と当該役員との利益が相
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反する取引をしようとするとき。 

 

（棟理事長） 

第７１条  棟理事長は、棟別管理組合を代表し、その業務を統括するほか、規約、使用

細則等、棟総会又は棟理事会の決議により、棟理事長の職務として定められた事項

を遂行する。 

２ 棟理事長は、その職務に関し、区分所有者のために原告又は被告となることができ
る。 

３ 棟理事長は、棟総会において、組合員に対し、前会計年度における棟別管理組合の

業務の執行に関する報告をしなければならない。 

４ 棟理事長は、棟理事会の承認を受けて、他の棟理事に、その職務の一部を委任する

ことができる。 

５ 棟別管理組合と棟理事長との利益が相反する事項については、棟理事長は、代表権

を有しない。この場合においては、監事又は棟理事長以外の棟理事が棟別管理組合

を代表する。 

 

(棟副理事長)                                                              

第７２条  棟副理事長は、棟理事長を補佐し、棟理事長に事故があるときは、その職務を

代理し、棟理事長が欠けたときは、その職務を行う。 

 

（棟理事） 

第７３条 棟理事は、棟理事会を構成し、棟理事会の定めるところに従い、棟別管理組合

の業務を担当する。   

２  棟理事は、棟別管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見

したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。 

３ 棟書記は、棟総会及び棟理事会その他棟別管理組合の会議の議事を記録する。 

 

（監 事） 

第７４条  監事は、棟別管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を棟総

会に報告しなければならない。 

２  監事は、いつでも、棟理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の

調査をすることができる。 

３  監事は、棟別管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めると

きは、臨時棟総会を招集することができる。 

４  監事は、棟理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなら

ない。 
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５  監事は、棟理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認める

とき、又は法令、規約、使用細則等、棟総会の決議若しくは棟理事会の決議に違反

する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を棟

理事会に報告しなければならない。 

６ 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、棟理事長に対

し、棟理事会の招集を請求することができる。 

７ 前項の規定による請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２週間

以内の日を棟理事会の日とする棟理事会の招集の通知が発せられない場合は、その

請求をした監事は、棟理事会を招集することができる。 

 

(棟総会)                                                                   

第７５条  棟総会は、それぞれの棟別管理組合の組合員全員で構成する。 

２  棟総会は、通常棟総会及び臨時棟総会とし、区分所有法に定める集会とする。 

３  棟理事長は、通常棟総会を、毎年１回新会計年度開始以後２ヶ月以内に招集しなけ

ればならない。 

４  棟理事長は、必要と認める場合には、棟理事会の決議を経て、いつでも臨時棟総会

を招集することができる。 

５  棟総会の議長は、棟理事長が務める。                                                      
 

（招集手続） 

第７６条 棟総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の２週間前までに、会議の日

時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。 

２  前項の通知は、棟別管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとす

る。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あ

てに発するものとする。 

３  第１項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対し

ては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることがで

きる。 

４ 第１項の通知をする場合において、会議の目的が、第８０条第３項第一号から第四

号に掲げる事項の決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならな

い。 

５ 第７８条第２項の場合には、第１項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容

を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。                                                                                   

６  第１項にかかわらず、緊急を要する場合においては、棟理事長は棟理事会の承認を

得て、５日間を下回らない範囲において第１項の期間を短縮することができる。   
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(組合員の棟総会招集権)                                                                  

第７７条  組合員が組合員総数の５分の１以上及び第７９条第１項に定める議決権総数の

５分の１以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して棟総会の招集を請 

求した場合には、棟理事長は、２週間以内にその請求があった日から４週間以内の

日を会日とする臨時棟総会の招集の通知を発しなければならない。 

 ２ 棟理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時棟総

会を招集することができる。 

  ３ 前２項により招集された臨時棟総会においては、第７５条第５項にかかわらず、議

長は、棟総会に出席した組合員（書面又は代理人によって議決権を行使する者を含

む。）の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。 

４ 前３項の規定は、組合員が組合員総数の５分の１以上及び第７９条第１項に定める

議決権総数の５分の１以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して棟総

会の招集を請求した場合において準用する。 

 

（出席資格） 

第７８条 組合員のほか、棟理事会が必要と認めた者は、棟総会に出席することができ

る。 

  ２ 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有

する場合には、棟総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、

総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ棟理事長にその旨を通知し

なければならない。 

 

（議決権） 

第７９条 棟総会において組合員は、それぞれ次の議決権を有する。 

  一 住居棟住戸部分の組合員  その所有する住戸部分 １戸につき１議決権 

  二 ２号館店舗部分の組合員  その所有する店舗部分 全体で２０議決権 

  三 西葛西健康ひろばの組合員 その所有する西葛西健康ひろば  

１戸につき２議決権 

２ 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者１名を選任し、その
者の氏名をあらかじめ棟総会開会までに棟理事長に届け出なければならない。 

 ３ 専有部分１戸につき２以上の組合員が存在する場合のこれらの者の議決権 

の行使については、あわせて一の組合員とみなす。 

 ４ 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。 

 ５ 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は次の
いずれかでなければならない。 

  一 その組合員の配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に
ある者を含む。）又は一親等の親族 

  二 その組合員の住戸に同居する親族 

  三 他の組合員 
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   四 組合員が法人の場合においては、その役員又は従業員 

  ６ 代理人は、代理権を証する書面を棟理事長に提出しなければならない。 

 

（棟総会の会議及び議事） 

第８０条  棟総会の会議は、組合員総数及び第７９条第１項に定める議決権総数の半数

以上を有する組合員が出席しなければならない。 

２  棟総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 

３  次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の４

分の３以上及び第７９条第１項議決権総数の４分の３以上で決する。 

一 棟別共用部分及び附属施設等の変更（改良の目的とし、かつ著しく多額の費用を 

要しないものを除く。） 

二 区分所有法第５８条第１項、第５９条第１項又は第６０条第１項の訴えの提起 

三 建物の価格の２分の１を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 

四 その他棟総会において本項の方法により決議することとした事項 

４  建替え決議は、第２項にかかわらず、組合員総数の５分の４以上及び第７９条第

１項に定める議決権総数の５分の４以上で行う。 

５  前４項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合

員とみなす。 

６  第３項第一号において、共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に

特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用

部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合に

おいて、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 

７  棟総会においては、第７６条第１項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、

決議することができる。 

 

（議決事項） 

第８１条 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。 

  一 修繕積立金会計収支決算及び事業報告 

  二 修繕積立金会計収支予算及び事業計画 

  三 役員の選任及び解任 

  四 棟別修繕積立金の額並びに賦課徴収方法 

  五 第２８条第１項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借り 

入れ及び棟別修繕積立金の取り崩し 

  六 建物の価格の２分の１以下の部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 

  七 区分所有法第５７条第２項及び前条第３項第二号の訴えの提起並びにこれらの訴 
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えを提起すべき者の選任 

  八 その他棟別管理組合の業務に関する重要事項 

（書面による決議） 

第８２条  規約により棟総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があ

るときは、書面による決議をすることができる。 

２  規約により棟総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の

書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。 

３  規約により棟総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議

は、棟総会の決議と同一の効力を有する。 

４  前条第３項及び第４項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。 

５  棟総会に関する規定は、書面による決議について準用する。 

 

（議事録の作成、保管等） 

第８３条 棟総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。 

２  議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する２

名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。 

３  棟理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったと

きは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相

当の日時、場所等を指定することができる。 

４  棟理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。 

 

第５節   棟理事会 

 

（棟理事会） 

第８４条  棟理事会は、棟理事をもって構成する。 

２  棟理事会は、次に掲げる職務を行う。 

一 規約若しくは使用細則等又は棟総会の決議により棟理事会の権限として定められ

た棟別管理組合の業務執行の決定 

二 棟理事の職務の執行の監督 

三 棟理事長、棟副理事長及び棟書記の選任 

３  棟理事会の議長は、棟理事長が務める。 

 

（招 集） 

第８５条 棟理事会は、棟理事長が招集する。 

２  理事が４分の１以上の棟理事の同意を得て棟理事会の招集を請求した場合には、棟

理事長は速やかに棟理事会を招集しなければならない。 

３  前項の規定による請求があった日から７日以内に、その請求があった日から１４日



28 
 

以内の日を棟理事会の日とする棟理事会の招集の通知が発せられない場合には、そ

の請求をした棟理事は、棟理事会を招集することができる。 

４ 棟理事会の招集手続については、第７６条（第４項及び第５項を除く。）の規定を準 

用する。ただし、棟理事会において別段の定めをすることができる。 

 

（棟理事会の会議及び議事） 

第８６条 棟理事会の会議は、棟理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、そ

の議事は出席棟理事の過半数で決する。 

２ 次条第１項第五号に掲げる事項については、棟理事の過半数の承諾があるときは、

書面又は電磁的方法による決議によることができる。 

３ 前２項の決議について特別の利害関係を有する棟理事は、議決に加わることができ

ない。 

４ 議事録については、第８３条（第４項を除く。）の規定を準用する。ただし、第８

３条第２項中「棟総会に出席した組合員」とあるのは「棟理事会に出席した棟理

事」と読み替えるものとする。 

 

（議決事項） 

第８７条 棟理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議

する。 

一 棟別管理組合の収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 

二 その他の棟総会提出議案 

三 第１７条、第２１条に定める承認又は不承認 

四 第９０条第３項に定める承認又は不承認 

五 第９７条に定める勧告又は指示等 

六 棟総会から付託された事項 

七 災害等により棟総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等 

２  第８１条の規定にかかわらず、棟理事会は、前項第七号の決議をした場合において

は、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕

積立金の取崩しについて決議することができる。 

 

 

第６節  会   計 

 

（会計年度） 

第８８条 棟管理組合の会計年度は、毎年６月１日から翌年５月３１日までとする。 

 



29 
 

（棟別管理組合の収入及び支出及び会計区分） 

第８９条 棟別管理組合の会計における収入は、棟別修繕積立金によるものし、その支出

は第２８条に定めるところにより諸費用に充当する。 

 ２ 棟別管理組合の会計は、次のとおり区分する。 

  一 １号館修繕積立金に関する会計を１号館修繕積立金会計 

  二 ２号館修繕積立金に関する会計を２号館修繕積立金会計 

 

（収支予算の作成及び変更） 

第９０条 棟理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常棟総会に提出し、その承認を得な

ければならない。 

２  収支予算を変更しようとするときは、棟理事長は、その案を臨時棟総会に提出し、

その承認を得なければならない。 

３  棟理事長は、第８８条に定める会計年度の開始後、第１項に定める承認を得るまで

の間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、棟理事会の承認

を得てその支出を行うことができる。 

一 第２７条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第１項

の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの 

二 棟総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であっ

て、第１項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの 

４ 前項の規定に基づき行った支出は、第１項の規定により収支予算案の承認を得たと

きは、当該収支予算案による支出とみなす。 

５ 棟理事会が第８７条第１項第七号の決議をした場合には、棟理事長は、同条第２項

の決議に基づき、その支出を行うことができる。 

６ 棟理事長は、第２１条第６項の規定に基づき、共用部分等の保存行為を行う場合に

は、そのために必要な支出を行うことができる。 

 

（会計報告） 

第９１条 棟理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常棟総会に

報告し、その承認を得なければならない。 

 

（棟別修繕積立金の過不足） 

第９２条 収支決算の結果、管理費等に余剰を生じた場合、その余剰金は翌年度におけるそ

れぞれの費用に充当する。 

 

 ２ 棟別管理組合の管理費等に不足を生じた場合にあっては、棟別管理組合は組合員に

対して第２５条第３項に定める管理費等の負担割合に応じて、その都度必要な金額

の負担を求めることができる。 
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（預金口座の開設） 

第９３条  棟別管理組合は、会計業務を遂行するため、棟別管理組合の預金口座を開設

するものとする。 

 

（借入れ） 

第９４条 棟別管理組合は、第２８条第１項に定める業務を行うため必要な範囲内におい

て、借り入れをすることができる。 

 ２ 前項の場合における借入金の負担は、第２８条第２項又は第３項の区分に従い、第２

５条第３項に定める割合に基づき行うものとする。 

 

 

                第８章  補   則 

 

（土地利用方法の設定） 

第９５条 グリーンヒル西葛西管理組合と住友信託銀行株式会社（権利承継者）は、江戸川

区西葛西３－９－１２（地番）の土地に関して、「グリーンヒル西葛西の土地等使用

に関する契約書」に基づき、土地利用方法等につき合意していることを確認する。 

 

 

第９章  雑  則 

 

（義務違反者に対する措置） 

第９６条 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用

に関し、区分所有者の共同の利益に反する行使をした場合又はその行為をするおそ

れがある場合には、他の区分所有者全員は、区分所有法第５７条から第６０条までの

規定に基づき、棟総会の決議をもって、棟理事長は、必要な措置をとることができる。 

 

（理事長の勧告及び指示等） 

第９７条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居

人（以下「区分所有者等」という。）が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、 

又は対象物件内における 共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長、棟理

事長は、理事会の決議、棟理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等

のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 

２  区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはそ

の同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなけ

ればならない。 

３  区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若

しくは区分所有者等以外の第三者が共用部分等において不法行為を行ったときは、
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理事長、棟理事長は、理事会の決議、棟理事会の決議を経て、次の措置を講ずるこ

とができる。 

一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を

代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 

二 共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領

に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法

的措置をとること 

４  前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁

護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。 

５   前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第

２７条に定める費用に充当する。 

６  理事長は、第３項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったと

きは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、

第４５条第２項及び第３項の規定を準用する。 

 

（合意管轄裁判所） 

第９８条 この規約に関する管理組合と区分所有者間の訴訟については、対象物件所在地

を管轄する東京（簡易）裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。 

 ２ 第８０条第３項第二号に関する訴訟についても、前項と同様とする。 

 

（地方公共団体及び近隣住民との協定の遵守） 

第９９条 区分所有者は、管理組合が地方自治体又は近隣住民等と締結した協定について

これを誠実に遵守しなければならない。 

 

（細則） 

第100条  総会及び理事会・棟理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等につい

ては、別に細則を定めることができる。 

 

（規約外事項） 

第 101 条 規約及び使用細則に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定

めるところによる。 

 ２ 規約、使用細則又は法令のいずれにも定めのない事項については総会の決議により

定める。 

 

（規約原本等） 

第 102 条   この規約を証するため、規約承認時の理事長及び２名の棟理事長及び２名の理

事が記名押印した規約を１通作成し、これを規約原本とする。 
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２  規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があっ

たときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。 

３  規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、１通

の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した

総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管

する。 

４  区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原

本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面

（以下「規約原本等」という。）並びに現に有効な第１８条に基づく使用細則及び

第100条に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面（以下「使用細則等」と

いう。）の閲覧をさせなければならない。 

５  第２項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指

定することができる。 

６  理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等及び使用細則等の保管場所を掲示しなけ

ればならない。 

 

 

附          則 

 

（規約の発効） 
第１条  この規約は、1996 年（平成８年）７月２８日から効力を発する。 
 
 ２ 2019 年（令和元年）〇月〇日全面改正 
 
 ３ この規約は、2019 年（令和元年）〇月〇日から効力を発する。 
 
（管理組合の成立） 
第２条  管理組合は、1986 年（昭和６１年）７月２７日に成立したものとする。 
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本規約は、第１０２条に基づく「グリーンヒル西葛西」の規約原本であることを確認し、

承認いたします。 

 

 

グリーンヒル西葛西 管理組合 

 

 

 

全体理事長               

 

 

２号館理事長              

 

 

理    事              

 

 

 

理    事              

 

 

 

印 

印 

印 

印 



 

 

別表１    対象物件の表示 

物件名 グリーンヒル西葛西 

所在地 １号館 東京都江戸川区西葛西３－９－９ 

２号館 東京都江戸川区西葛西３－９－３５ 

 

 

 

 

建物 

 

 

１号館 

構造等 SRC 造 地上 14 階 地下１階 塔屋 1 階建共同住宅  

床面積 15,572.556 ㎡ 建築面積 1,686.12 ㎡ 

専 有 部

分 

住 戸 部

分 

177 戸 

延床面積 

13,651.72

㎡ 

事務所 延床面積 

107.21 ㎡ 

 

 

２号館 

構造等 SRC 造 地上 14 階 地下１階 塔屋 1 階建共同住宅  

床面積 13,227.42 ㎡ 建築面積 1,451.89 ㎡ 

専 有 部

分 

住 戸 部

分 

139 戸 

延床面積 

11,595.59

㎡ 

店舗部分 

西葛西健康

ひろば 

延床面積 

1,804.7 ㎡ 

 

 

附属施設 

雨水排水管及び排水溝並びに溜桝、駐車場施設、自転車置場、 

１号館側外周柵、１号館側樹木、その他植栽、１号館側外灯設備、     

２号館側外周柵、２号館側樹木、その他植栽、２号館側外灯設備、     

備品その他附属設備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表第２－１    共用部分の範囲 

棟別共用部分 

１号館 

 共用部  

 分及び 

 附属施 

 設 

建物の躯体部分、屋根、外周壁、バルコニー、仕切板、手摺り、 

雨水排水配管設備、汚水本管、給水設備、火災報知設備、電話配

管設備、給ガス設備、避雷針設備、電気設備、地下電気室、受水

槽室、集会室、塵芥集積所、電灯設備、エレベーター設備、集合

郵便受箱、掲示板、案内板、管理室、管理居室その他の附属設備 

２号館 

 共用部  

 分及び 

 附属施 

 設 

建物の躯体部分、屋根、外周壁、バルコニー、仕切板、手摺り、 

雨水排水配管設備、汚水本管、給水設備、火災報知設備、電話配

管設備、給ガス設備、避雷針設備、電気設備、電気室、受水槽室、

集会室、塵芥集積所、電灯設備、エレベーター設備、集合郵便受

箱、掲示板、案内板、管理室、管理居室その他の附属設備 

 

別表第２－２ 

全体 

 共用部分  

エレベーター設備（管理番号 14881-01 号機）、１号館側外周柵、

２号館側外周柵、１号館側樹木、２号館側樹木その他の植栽、 

１号館側外灯設備、屋外消火設備、散水栓、雨水排水管及び排水

溝並びに溜桝、２号館東側駐車場路、１号館２号館接合部分建築

物および設備、備品その他これらに附属する部分 

 

 
 
別表第３       共用部分等の共有持分 

種 類 所 有 者 共 有 持 分 備   考 

全体 

共用部分 

区分所有者全

員 

専有部分の 

床面積割合 

全体共用部分の範囲は、別表第

２に掲げるところによる 

附属施設 区分所有者全

員 

専有部分の 

 床面積割合 

附属施設の範囲は、別表第１に

掲げるところによる 

棟別 

共用部分 

当該棟の 

区部所有者全

員 

専有部分の 

 床面積割合 

建物の共用部分の範囲は、別表

第２に掲げるところによる 

 

 

 

 

 



別表第４  専有部分の面積 

 

①１号館       （単位；㎡）   ② ２号館     （単位；㎡） 

タイプ 専有面積  タイプ 専有面積 

A-１・A-２・A-３ 99.61 Ａ・Ｄ 88.25 

Ｂ-1・Ｂ-２・Ｂ-3・ 

Ｂ-5・Ｃ-1 

75.60 Ｂ・Ｂ-1 

Ｃ・Ｃ-1 

82.61 

Ｂ-４・Ｂ-６・Ｃ-２ 80.32 店舗事務所 1631.00 

Ｂ-6’・Ｂ-８ 79.69  

西葛西健康ひろば 

173.70 

Ｂ-７ 79.06  

Ｃ-３ 80.01 

Ｃ-４ 79.38 

Ｄ-１・Ｄ-２ 90.72 

事務室 54.11 

事務室 53.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第５   バルコニー等の専用使用権 

 専用使用部分 

 

 

区分 

バルコニー 玄関扉 

玄関扉枠 

窓サッシ 

窓ガラス 

メーターボックス 

表札 

 

１ 位置及び部 

  位 

各専有部分に接す

るバルコニー 

各専有部分に附属し外

気に接する玄関扉、玄

関扉枠、窓サッシ、窓

ガラス 

各専有部分に接するメ

ーターボックス及び専

有部分毎の表札 

 

２ 用 法 

通常のバルコニー 通常の玄関扉、玄関扉

枠、窓サッシ、窓ガラ

スとしての用法 

通常のメーターボック

ス、表札としての用法 

３ 期 間 区分所有権存続中 区分所有権存続中 区分所有権存続中 

４ 条 件 無償 無償 無償 

５ 専用使用権 

  者 

当該専有部分の区

分所有者 

各専有部分の区分所有

者 

各専有部分の区分所有

者 

 

 専用使用部分 

 

 

区分 

 

メールボックス 

 

テレビ視聴用直列ユニ

ット 

 

１ 位置及び部 

  位 

１階共用エントラ

ンスの集合郵便受

のうち各専有部分

毎のメールボック

ス 

専有部分内に存するテ

レビ視聴用直列ユニッ

ト 

２ 用法 通常の郵便受とし

ての用法 

通常のテレビ視聴用直

列ユニットとしての用

法 

３ 期 間 区分所有権存続中 区分所有権存続中 

４ 条 件 無償 無償 

５ 専用使用権 

  者 

当該専有部分の区

分所有者 

各専有部分の区分所有

者 
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グリーンヒル西葛西 使用細則 

 

第１章 総 則 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、グリーンヒル西葛西管理規約（以下「規約」という。）第 18 条（使用

細則）の規定に基づき、対象物件の使用に関し、区分所有者及び占有者が遵守すべき

事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この細則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

  一 占有者   規約第２条（定義）第三号に規定する区分所有者以外の専有部分の占

有者をいう。 

  二 共用部分等 規約第９条（共有）に規定する全体共用部分、棟別共用部分及び附属

施設をいう。 

 三 専用使用権 規約第２条（定義）第七号に規定する全体共用部分、棟別共用部分及

び附属施設の一部について特定の区分所有者が排他的に使用できる

権利をいう。 

  四 対象物件  規約第４条（対象物件の範囲）において規定する別表第１（対象物件

の表示）に記載された建物（専有部分を含む。）及び附属施設をいう。 

  五 管理組合  規約第６条（管理組合）第１項に規定するグリーンヒル西葛西管理組

合をいう。 

  六 バルコニー等 規約第 14 条（バルコニー等の専用使用権）第１項において規定す

る別表第５（バルコニー等の専用使用権）に掲げるバルコニー、玄関

扉、窓枠、窓ガラス、ルーフテラスをいう。 

  七 バルコニー等の専用使用権者 バルコニー等について専用使用権を有する区分所

有者をいう。 

 八 理事長   規約第 36 条（役員）に規定する理事長をいう。 

  九 総会      規約第 44 条（総会）に規定する総会をいう。 

  十 理事会    規約第 53 条（理事会）に規定する理事会をいう。 

 

 

（使用細則の効力及び遵守義務） 

第３条 この細則は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有す

る。 
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２ 占有者は、区分所有者がこの細則に基づいて負う義務と同一の義務を負うものとし、

同居する者に対してこの細則に定める事項を遵守させなければならない。 

 

（対象物件内での共通の禁止行為） 

第４条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

  一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 

 二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み 

  三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄 

  四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却 

  五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置 

  六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為 

 

 

            第２章 専有部分の使用 

 

（専有部分の貸与に係る誓約書の届出） 

第５条 規約第１９条（専有部分の貸与）第２項の誓約書の様式は、別記様式第１に掲げる

とおりとする。 

 

（資格得喪の届出） 

第６条 規約第 31 条（届出義務）の書面の様式は、別記様式第２に掲げるとおりとする。 

 

（通知を受けるべき場所の届出） 

第７条 規約第 45 条（招集手続）第２項の通知を受けるべき場所の設定、変更又は廃止の

届出は、管理組合に別記様式第３による書面を提出してしなければならない。 

 

（入居及び不在の届出等） 

第８条 区分所有者又は占有者が新たに入居したときは、すみやかにその旨を別記様式第

４による書面により管理組合に届け出なければならない。届出事項に変更があった

ときも、同様とする。 

２ 区分所有者又は占有者が専有部分を１週間以上不在にする場合は、管理組合にその

旨を別記様式第５書面により届け出なければならない。 

３ 理事長は、前二条及び第１項の書面に基づき、規約第 66 条（帳票類の作成、保管）

の組合員名簿を作成する。 
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第３章 敷地及び共用部分等の使用 

 

（敷地及び共用部分等でのその他の禁止行為） 

第９条 区分所有者は、敷地及び共用部分等において、次の各号に掲げる行為をしてはなら

ない。 

 一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造 

二 広告物の掲示又は設置その他の建物の外観の変更を伴う使用 

 三 専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等への物品の設置若しく

は放置又はその占拠その他の排他的な使用 

 四 所定の駐車場及び自転車置場以外の場所への駐車又は駐輪 

 五 その他敷地及び共用部分等の通常の用法以外の使用 

 六 観賞用の魚類、並びに小鳥以外の動物の飼育。（別途・飼育規定） 

  

（バルコニー等の適正な管理） 

第１０条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー等の価値及び機能の維持増進を図

るため、その責任と負担において次の各号に掲げるバルコニー等の適正な管理を行

わなければならない。 

 一 保守維持 

 二 経常的な補修 

 三 清掃、消毒及びごみ処理 

 四 その他バルコニー等の通常の使用に伴う管理 

 

（バルコニー等での禁止行為） 

第１１条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー等において、次の各号に掲げる行為

をしてはならない。 

 一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等（芝生を含む。）の設置

又は造成 

 二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の工作物の

設置又は築造 

 三 テレビ用アンテナ、アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置 

 四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置 

 五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け 

 六 多量の撒水 

 七 その他バルコニー等の通常の用法以外の使用 
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（原状回復義務等） 

第１２条 バルコニー等の使用により配線、配管、フェンスその他の共用部分等を毀損し、

又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、当該バルコニー

等の専用使用権者又は占有者（以下この条において「義務者」という。）がその責任と

負担において原状回復及びこれにより発生した損害を賠償しなければならない。 

２ 義務者が前三条及び前項の義務を履行しない場合又は履行しても十分でない場合にお

いて、本項から第５項までに規定する措置以外の方法によってその履行を確保するこ

とが困難であり、かつ、その不履行又は不完全な履行を放置することによって区分所有

者の共同の利益を著しく害することが明らかであるときは、管理組合は、自ら原状回復

その他の必要な措置を講じ、又は第三者をしてこれを講じさせ、その費用を義務者から

徴収することができる。 

３ 前項の規定による措置をするには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなさ

れないときは、当該措置をなすべき旨を示して、あらかじめ義務者に通知を発しなけれ

ばならない。 

４ 義務者が前項の期限までにその義務を履行しないときは、理事長は、総会の決議を経て、

当該措置をする時期及び当該措置に要する費用の概算による見積額を示して、義務者

に通知を発するものとする。 

５ 規約第４５条（招集手続）第２項及び第３項の規定は、前二項の通知に準用する。 

 

 

第４章 その他の共通の利用調整等 

 

（ごみ処理） 

第１３条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

 一 所定の時期、区分及び方法に従ってごみ集積所にごみを出すこと。 

 二 清掃事業者又は廃棄物収集運搬業者等の指示に従い粗大ごみを処理すること。 

 

（注意事項） 

第１４条 居住者は日常の生活において、次の事項に注意しなければならない。 

一 各専有部分の玄関扉及びシャッターの鍵は、各自の責任において保管し、また施錠す

ること。 

二 玄関扉及びシャッターなどの開閉は静かに行うこと。 

三 住戸においては静穏を保ち、テレビ、ステレオ、カラオケ・ピアノ・エレクローンな

どの楽器の音量並びに大工仕事等、他の居住者の迷惑とならないように注意するこ

と。特に 21：00 以降、翌朝 10：00 までは一層の注意を払うこと。 
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四 階段及びバルコニー等を強打するなどして騒音を発生させないよう、及び夜間にお

ける階段、廊下等での話し声などに注意し、他の居住者に迷惑をかけないこと。 

五 コンクリートは水を浸透するので、漏水には特に注意すること。 

六 水洗便所は水溶性の紙以外は使用しないこと。 

七 バルコニーの手すりに布団等を干す場合は、美観並びに落下防止に充分注意するこ

と。 

 

第５章 雑 則 

 

（届出書類の保管等） 

第１５条 理事長は、第５条から第８条までに掲げる書面（組合員名簿を除く。以下この条

において「届出書類」という。）を管理事務室、管理用倉庫その他の保管場所に１０年

間保管するものとする。 

２ 前項の保管期間を経過した届出書類は、いつでも廃棄することができる。 

３ 理事長は、みだりに届出書類を閲覧させてはならない。ただし、対象物件の管理のため

に管理組合が必要とするとき、捜査機関が捜査のために必要とするときその他法令の

定めによるときは、この限りでない。 

 

（事務の委託） 

第１６条 理事長は、この細則に定める事務の全部又は一部を、第三者に委託することがで

きる。 

 

（紛争解決等の責任） 

第１７条 対象物件の使用に関し、他の区分所有者又は占有者との間に紛争が生じたとき

は、区分所有者及び占有者は、誠実にその紛争の解決又は処理に当たらなければならな

い。 

２ 前項に規定する場合において、紛争の当事者は、理事会に対して意見を求めることがで

きる。 

 

（細則外事項） 

第１８条 この細則に定めのない事項については、規約及び総会の決議で定められたとこ

ろによる。 

 

（細則の改廃） 

第１９条 この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、この細

則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、す
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ることができない。 

 

（細則原本） 

第２０条 この細則を証するため、理事長及び２名の棟理事長及び２名の理事が記名押印

した細則を１通作成し、これを細則原本とする。 

２ 細則原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があった

ときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の

日時、場所等を指定することができる。 

３ 理事長は、所定の掲示場所に、細則原本の保管場所を掲示しなければならない。 

 

 

               附  則 

 

（使用細則の施行） 

第１条 この細則は、1988 年（昭和 63 年）7月 31 日より施行する。 

２. この細則は、2019 年（令和元年）○月○日全面改正 

３. この細則は、2019 年（令和元年）○月○日から効力を発する。 

 

 



別記様式第１ 誓約書（第５条関係） 

誓        約        書 

 

 

西暦     年    月    日 

グリーンヒル西葛西管理組合 

 理事長           様 

 

 

 私は、グリーンヒル西葛西管理規約第 19 条第２項の規定に基づき、グリーンヒル西

葛西の区分所有者                との    号館       号室の貸与に係る契約の

締結に際し、下記事項を誓約します。 

 

占有者（借主）氏名                    印 

 

記 

一、グリーンヒル西葛西管理規約及び対象物件の使用方法に関し総会で決議された事項

（グリーンヒル西葛西使用細則を含む。）を誠実に遵守すること。 

 

以  上 

 

 

 



別記様式第２ 組合員変更届（第６条関係） 

組  合  員  変  更  届 

 

 

西暦     年    月    日 

グリーンヒル西葛西管理組合 

 理事長          様 

 

 

 私は、グリーンヒル西葛西管理規約第 31 条の規定に基づき、グリーンヒル西葛西管

理組合の組合員の資格（区分所有権）の取得及び喪失について、下記のとおり届け出ま

す。 

 

 

届出者氏名                    印 

記 

一、対象住戸     号館     号室 

二、組合員の変更日  西暦     年    月    日 

三、組合員の変更の原因（○で囲むもの） 

   1.特定承継（売買、贈与、競売による売却等） 2.包括承継（相続等） 

四、組合員の資格を取得した者の氏名及び連絡先等 

・氏 名               

・連絡先（対象住戸以外の場合に記入する。） 

                                      

(電話)        －        －         

五、組合員の資格を喪失した者の氏名及び連絡先等 

・氏 名            

・住 所（移転先） 

                                      

(電話)        －         －     

以  上 



別記様式第３ 通知受領場所届（第７条関係） 

通  知  受  領  場  所  届 

 

 

西暦      年    月    日 

グリーンヒル西葛西管理組合 

 理事長           様 

 

 

 私は、グリーンヒル西葛西使用細則第７条の規定に基づき、グリーンヒル西葛西管理

組合の総会の招集通知を受けるべき場所について、下記のとおり届け出ます。 

 

組合員（区分所有者）氏名                    印 

記 

一、対象住戸     号館     号室 

二、届出の事由（○で囲むもの） 

1.設定  2.変更  3.廃止（専有部分の所在地宛に変更） 

三、通知を受けるべき場所 

・氏 名（名称）            

・住 所（所在地） 

                                                                          

(電話)         －        －         

※ 住所が外国の場合は国内の連絡場所を記載する。 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第４ 入居届（第８条第１項関係） 

入        居        届 

西暦     年    月    日 

グリーンヒル西葛西管理組合 

 理事長          様 

 

 私は、グリーンヒル西葛西使用細則第８条第１項の規定に基づき、グリーンヒル西葛西の入居

について、次のとおり届け出ます。 

届出者氏名                    印 

１ 対象住戸 

住戸番号 号館   号室 入居日 西暦   年   月   日 

入居資格 

（○で囲む。） 

区分所有   賃貸借   使用貸借（無償使用） 

その他（                         ） 

２ 入居者 

３ 連絡先 

 ＊は該当があればご記入ください。 

４ 貸主（区分所有者）の氏名及び連絡先（届出者が区分所有者以外の場合に記入） 

氏 名  電話番号  

住 所 〒 

お届けいただいた情報は規約及び使用細則で定められた目的以外に利用されることはありません。 

氏  名 届出者との続柄 性別 氏  名 届出者との続柄 性別 

 届出者本人     

      

      

自宅電話  世帯主携帯電話＊  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ＊  

その他の 

連絡先 

連絡先名称又は氏名 電話番号 

  

  

(201501) 

（５は居住者名簿の取扱いに関する細則第 8 条第 3 項の配布用の名簿を規定する場合に記載します。） 

５ 配布用の名簿への掲載を希望しない事項又は内容 

  この届出書の記載事項のうち、配布用の名簿（総会の決議に従い居住者に配布する、住戸番号、

届出者氏名等を掲載した名簿）への掲載を希望しない事項又は内容があればご記入ください。 

 

 

お届けいただいた情報は規約及び使用細則で定められた目的以外に利用されることはありません。 



別記様式第５ 不在届（第８条第２項関係） 

不   在   届 

 

西暦     年    月    日 

グリーンヒル西葛西管理組合 

 理事長          様 

 

 私は、下記のとおり西暦   年  月  日から西暦   年  月  日まで 

不在に致しますので、使用細則第８条の規定によりその旨をお届け致します。 

 

                   （区分所有者又は居住者） 

                   グリーンヒル西葛西   号館   号室 

 

 届出者氏名                       印 

 

記 

 

１.理 由 ：出張（海外・国内）、転勤（海外・国内）、旅行（海外・国内） 

      入院、その他   いずれか該当に〇をつけて下さい。 

 

２.緊急連絡先 

 （１）住 所 

 （２）電 話 

 （３）連絡先 

 

３.その他連絡事項 
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